
庄内コラボセンター・庄内公民館「ショコラプチギャラリー」利用案内 

 

【申込方法】 

◆ 使用日の1ヶ月前の同日（同日が土・日・祝日の場合は翌日以降の最初の平日）の９時から申込受付

を開始します。９時の時点で希望が重なる場合は、抽選となります。 

◆ 来館または電子申込システムから申込の手続きをしてください。電話での申込はできません。 

◆ 展示期間は各区分（２階・３階・４階）ともに最大７日間とし、最大３区分まで申込可能とします。 

◆ 展示回数は月に１回までとします。 

◆ 展示物の設営・撤去は、平日９時～１７時とし、職員立会のもと行うものとします。 

◆ 展示期間には、作品の設営・撤去の時間も含みます。 

◆ 展示許可対象は、おおむね半数以上が、豊中市在住・在勤のグループとします。 

◆ 市主催展示などのため申込開始日以前に使用予定が入っている場合はご使用いただけません。 

 

 

【留意事項】 

◆ 展示物は原則天井からワイヤーを使用して吊り下げて設置できる平面物のみとします。その他の展示

希望は別途ご相談ください。  

◆ 展示期間中に作品の変更や撤去がある場合は、必ず報告してください。 

◆ 展示終了後、貸出備品の数量を確認の上、返却してください。 

◆ 貸出備品を破損・紛失されたときは必ず報告してください。 

◆ 展示中の作品について破損・紛失があっても、当方では責任を負いかねますので、 ご了承ください。  

◆ 使用承認をしていても、市が緊急に使用する必要が生じた場合（災害の発生時など）は、 使用できな

いことがありますのでご了承ください。 

 

 

【展示できない作品】 

◆ 営利を目的とする場合 

◆ 著作権の侵害にあたる場合 

◆ 宗教行為や布教を目的とする場合 

◆ 公の秩序、または善良の風俗を乱すおそれがある場合 

◆ 特定の政党・候補者を支持または不支持することを目的とする場合 

◆ 申込の内容と異なった使用や管理上支障があると認める場合 


